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閲覧年月日 閲覧者団体（機関）名 団体代表者 閲覧受託団体名 受託団体代表者 利用目的（請求事由）の概要 閲覧に係る住民の範囲

令和4年11月9日
環境省地球環境局総務課
脱炭素社会移行推進室

室長　伊藤　史雄 株式会社インテージリサーチ
代表取締役社長

村上　清幸
「令和５年度家庭部門のＣＯ２排出実態統計調
査」の対象者抽出のため

栄町
６０件

令和4年11月15日 文化庁国語課 課長　圓入　由美 一般社団法人中央調査社 会長 境　克彦
「令和4年度国語に関する世論調査」の対象者抽
出のため

港町1丁目～2丁目
１８件

令和5年5月11日
公益財団法人

笹川スポーツ財団
理事長　渡邉　一利 株式会社日本リサーチセンター

代表取締役社長
杉原　領治

「子ども・青少年のスポーツライフに関する調
査」の対象者抽出のため

赤坂・白菊町・玉川３丁目
２９件

令和5年5月23日
防衛省自衛隊

宮城地方協力本部
宮城地方協力本部長

諏訪　国重
― ―

「自衛官、自衛官候補生に関する募集事務」の
対象者抽出のため

市内
４２０件

令和5年8月1日
内閣府

大臣官房政策広報室
室長　中田　昌和 一般社団法人中央調査社 会長 境　克彦

「外交に関する世論調査（附帯調査：尖閣諸
島）」の対象者抽出のため

杉の入2丁目
１４件

令和5年8月14日 しおり台町内会 会長　神谷　統 ― ― 「町内会主催の敬老会」の対象者把握のため
後楽町1番・2番・12番～14番

４２件

令和5年9月5日 玉川一丁目町内会 会長　佐藤　実 ― ― 「町内会敬老祝金」の対象者把握のため
玉川1丁目4番～9番

（9番60号～70号を除く）３件

令和5年9月6日 日本銀行情報サービス局 局長　小牧　義弘 株式会社日本リサーチセンター
代表取締役社長

杉原　領治
「生活意識に関するアンケート調査」（第96
回）の対象者抽出のため

旭町・芦畔町
１５件

令和5年9月6日
内閣官房孤独・孤立対策

担当室
室長　山本　麻里

株式会社サーベイリサーチセ
ンター

代表取締役
藤澤　士朗

「孤独・孤立の実態把握のための全国調査」の
対象者抽出のため

みのが丘
５０件

令和5年10月11日
こども家庭庁

成育局安全対策課
課長　鈴木　達也 株式会社日本リサーチセンター

代表取締役社長
杉原　領治

「青少年のインターネット利用環境実態調査」
の対象者抽出のため

清水沢3丁目
２０件

令和5年10月18日
国土交通省不動産・建設
経済局土地政策審議官部

門土地政策課
課長　髙山　泰 一般社団法人中央調査社 会長 境　克彦

「令和5年度土地問題に関する国民の意識調査」
の対象抽出のため

後楽町
１４件

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項に基づき公表するものです。

住民基本台帳閲覧者（令和４年１１月１日から令和５年１０月３１日まで）

○参考　住民基本台帳法（抜粋）
（国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧）
第11条
３　市町村長は、毎年少なくとも１回、第１項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜査等のための請求に係るものを除く。）の状況について、当該請求をした国又は地方公共団体の機関の名称、請求事
由の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。
（個人又は法人の申出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧）
第11条の２
12　市町村長は、毎年少なくとも１回、第１項の申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について、申出者の氏名（申出者が法人の場合にあつては、その名称及び代表者
又は管理人の氏名）、利用目的の概要その他総務省令で定める事項を公表するものとする。


